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【公開番号】特開2012-186313(P2012-186313A)
【公開日】平成24年9月27日(2012.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2012-039
【出願番号】特願2011-48320(P2011-48320)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/10     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月14日(2014.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　光検出回路１４は、例えば、図３に示したように、トランジスタＴ１と、フォトダイオ
ードＤ１と、容量素子Ｃ１，Ｃ２とを有している。なお、容量素子Ｃ１は、本発明の「第
２容量素子」の一具体例に相当し、容量素子Ｃ２は、本発明の「第１容量素子」の一具体
例に相当する。トランジスタＴ１は、光検出線ＬＤＬへ検出信号を出力するものである。
フォトダイオードＤ１は、画素１１Ｒ、画素１１Ｇまたは画素１１Ｂから発せられた光を
検出するものである。容量素子Ｃ１，Ｃ２は、制御線ＲＳＴの電圧変化に応じてトランジ
スタＴ１のゲート電圧を変化させるものである。トランジスタＴ１は、例えば、ｎチャネ
ルＭＯＳ型のＴＦＴにより形成されている。なお、トランジスタＴ１は、ｐチャネルＭＯ
Ｓ型のＴＦＴにより形成されていてもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　続いて、トランジスタＴ１０をオフしたのち、一定時間経過後、図９に示したように、
制御線ＲＳＴの電位をＶｓｓから光検出電位であるＶｉｎｉに変化させ、光検出期間ｔ３
に入る。これにより、制御線ＲＳＴの電位変化が容量素子Ｃ２を介してトランジスタＴ１
のゲートに入力され、トランジスタＴ１のゲート電位はＶｓｓ＋ＶｔｈＤ＋ΔＶ０という
電位に増加する。その結果、フォトダイオードＤ１にはＶｓｓ＋ＶｔｈＤ＋ΔＶ０－Ｖｉ
ｎｉという電位差が発生するので、光を受光することで図９に示したように制御線ＲＳＴ
からトランジスタＴ１のゲートにリーク電流が流れる。これにより、トランジスタＴ１の
ゲート電位は徐々に増加する。一定時間経過後、図１０に示したように、トランジスタＴ
１のゲート電位はＶｓｓ＋ＶｔｈＤ＋ΔＶ０＋ΔＶ１という値となる。この時、トランジ
スタＴ１のゲート－ソース間電圧がトランジスタＴ１の閾値電圧よりも小さいので、トラ
ンジスタＴ１は依然オフ状態となり、光検出線ＬＤＬの電位はＶｉｎｉのままである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　次に、図１１に示したように、制御線ＲＳＴの電位をＶｉｎｉからＶｄｄ２に増加させ
、出力期間ｔ４に入る。これにより、制御線ＲＳＴの電位変化が容量素子Ｃ２を介してト
ランジスタＴ１のゲートに入力され、トランジスタＴ１のゲート電位はＶｉｎｉ＋Ｖｔｈ
Ｄ＋ΔＶ１＋ΔＶ２という電位に増加する。この時、トランジスタＴ１のゲート－ソース
電圧（ΔＶ２＋Ｖｓｓ＋ＶｔｈＤ＋ΔＶ０＋ΔＶ１－Ｖｉｎｉ）がトランジスタＴ１の閾
値電圧以上であれば、図１１に示したように電源線ＶＤＤＬから電流が流れ、光検出線Ｌ
ＤＬの電位は上昇を開始する。そして、一定時間経過後、光検出線ＬＤＬはＶｉｎｉ＋Δ
Ｖｗという電位となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　その後、図１２に示したように、制御線ＲＳＴの電位をＶｄｄ２からＶｓｓに変化させ
、出力期間ｔ４を終了する。これにより、再び、制御線ＲＳＴの電位変化が容量素子Ｃ２
を介してトランジスタＴ１のゲートに入力され、トランジスタＴ１のゲート電位はＶｓｓ
＋ＶｔｈＤとなる。その結果、再び、トランジスタＴ１はオフ状態となる。最後に、図１
２に示したように、スイッチＳＷ１をオンして、光検出線ＬＤＬの電位をＶｉｎｉとする
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　なお、本変形例において、例えば、図１５に示したように、容量素子Ｃ１をなくし、ト
ランジスタＴ１のゲート－ソース間の寄生容量Ｃ４を容量素子Ｃ１と同様に機能させるよ
うにしてもよい。また、本変形例において、例えば、図１６に示したように、容量素子Ｃ
２をなくし、トランジスタＴ１のゲート－ドレイン間の寄生容量Ｃ５を容量素子Ｃ２と同
様に機能させるようにしてもよい。また、本変形例において、例えば、図１７に示したよ
うに、容量素子Ｃ１，Ｃ２をなくし、トランジスタＴ１のゲート－ソース間の寄生容量Ｃ
４を容量素子Ｃ１と同様に機能させるとともに、トランジスタＴ１のゲート－ドレイン間
の寄生容量Ｃ５を容量素子Ｃ２と同様に機能させるようにしてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　タイミング制御回路２１は、制御線駆動回路２５、受光信号処理回路２６および電源２
８が連動して動作するように制御するものである。タイミング制御回路２１は、例えば、
外部から入力された同期信号２０Ｂに応じて（同期して）、上述した各回路に対して制御
信号２１Ａを出力するようになっている。
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